
◎高次脳機能障害者支援法 
（令和七年一二月二四日法律第九六号）（衆）   

一、 提案理由（令和七年一二月八日・衆議院本会議） 

○大串正樹君 ただいま議題となりました高次脳機能障害者支援法案について、提案の

趣旨及び内容を御説明申し上げます。 

 本案は、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のためその生活全般にわたる支援を図

り、もって高次脳機能障害者を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、

相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現に資するた

め、高次脳機能障害者に対する支援に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにす

るとともに、地域での生活支援、相談体制の整備、高次脳機能障害者支援センターの指

定等について定めようとするものであります。 

 本案は、去る十二月五日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法

律案とすることに決したものであります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 

二、参議院厚生労働委員長報告（令和七年一二月一六日） 

○小川克巳君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、高次脳機能障害者に対する支援に関し、基本理念を定め、国等の責務を

明らかにするとともに、地域での生活支援、相談体制の整備、高次脳機能障害者支援セ

ンターの指定等について定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、提出者である衆議院厚生労働委員長大串正樹君より趣旨説明

を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


